
◆ 雑誌スポンサー制度とは・・・ 

雑誌の購入費を負担していただくことで、図書館の雑誌にかかる経費を削減し、他の 

図書資料を充実させることにより、図書館のサービスの向上を図る制度です。 

◆ 雑誌スポンサーになると・・・ 

雑誌の最新号のカバー表面にスポンサー名を、裏面に広告を掲載することができます。 

   雑誌は図書館内での閲覧頻度が高いことから、広告媒体として有効です。各業種に関連 

する雑誌は、その分野に興味のある方の目に留まる確率が高くなり、宣伝効果が期待で 

きます。また、館内ポスターや図書館ホームページでもスポンサー名を紹介しています。 

◆ 雑誌を寄贈すると・・・

図書館を活性化させるだけでなく、市民に情報提供の援助をしていただくことになり、 

   企業等のイメージアップにつながります。企業活動をアピールする場として、ぜひ活用 

してください。 

◆ 雑誌スポンサーになるには・・・ 

雑誌スポンサー制度申込書（様式第１号）に必要事項を記入し、広告（案）を添えて、 

   図書館へ郵送またはご持参ください。（申し込みは随時受け付けています。） 

※申込書は図書館のホームページ（http://www.city.toyoake.lg.jp/1104.htm）から 

ダウンロードすることができます。 
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問い合わせ先 豊明市立図書館  電話:0562－92－4946  豊明市西川町横井4番地11 


